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公立大学法人札幌市立大学事業報告書 

 

Ⅰ はじめに 

公立大学法人札幌市立大学は、近年における地域課題への対応や社会的要請に応えるた

め、平成18年４月に開学し、札幌市の目指すべき都市像である「北海道の未来を創造し、

世界が憧れるまち」、「互いに手を携え、心豊かにつながる共生のまち」の実現にとっ

て、「札幌らしさ」を生み出す知と創造の拠点として、札幌の未来に大きな役割を果たす

ことが求められている。 

本学は、デザイン学と看護学が、いずれも人間を対象とした学問領域であることから、

両者に共通する「人間重視」の考え方を常に基本とし、「人間重視を根幹とした人材の育

成」と「地域社会への積極的な貢献」の二つを理念とし、デザイン学及び看護学に関する

教育研究に取り組むとともに、社会における有為な人材の育成を目指すものである。 

これらの教育研究活動の一層の促進を図るため、開学以来、業務運営体制の整備や財務

内容の充実を図るなど、戦略的・弾力的な大学運営の推進に努めている。 

 

Ⅱ 法人の組織、業務等に関する情報 

 １ 目的 

   本法人は、次の目的を掲げて、デザイン学部及び看護学部並びにそれぞれの学部を基

盤とした研究科を管理運営するものとする。 

  (1) 学術研究の高度化等に対応した職業人の育成 

デザインと看護に共通する「人間重視」の考え方を常に基本とし、デザイン分野にお

いては、幅広いデザイン能力を持った職業人の育成を目指し、看護分野においては、

医療の高度化に対応する知識・技術に加え、問題解決能力を有し、他職種と連携でき

る職業人の育成を目指す。 

  (2) まちづくり全体により大きな価値を生み出す「知と創造の拠点」の形成 

デザイン学部及び同学部を基盤とした研究科の設置によって、産業や芸術・文化の

振興、都市機能・都市景観の向上等への貢献を果たすとともに、看護学部及び同学部

を基盤とした研究科の設置によって、少子高齢社会における地域保健医療の充実、看

護職への学習機会の提供等を通じた市民の健康の保持増進への貢献を果たす。 

    また、札幌市の行政施策との緊密な連携によって、地域課題の解決に積極的に取り

組み、その成果を広く市民に還元して地域貢献を実現する。 

 

 ２ 業務内容 

   本法人は、地方独立行政法人法第21条に基づき以下の業務を行っている。 

(1) 札幌市立大学を設置し、これを運営すること。 

(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこ

と。 

(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以

外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

(5) 札幌市立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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３ 沿革その他法人の概要 

平成 13年 11月 「市立高等専門学校・高等看護学院の大学化検討懇話会」設置 

平成 14年 12月 「市立高等専門学校・高等看護学院の大学化に関する提言」 

平成 15年 11月 「（仮称）札幌市立大学設置準備委員会」設置 

平成 16年７月 「（仮称）札幌市立大学基本計画」策定 

平成 17年４月 文部科学省へ大学設置認可申請 

平成 17年 12月 大学設置認可 

平成 18年１月 総務省・文部科学省へ公立大学法人設立認可申請 

平成 18年３月 公立大学法人設立認可 

平成 18年４月 札幌市立大学開学 

平成 21年５月 文部科学省へ大学院（修士課程）設置認可申請 

平成 21年 10月 大学院（修士課程）設置認可 

文部科学省へ助産学専攻科の助産師学校指定申請 

平成 21年 12月 助産学専攻科の助産師学校指定通知 

平成 22年４月 デザイン研究科・看護学研究科（修士課程）、助産学専攻科開設 

平成 23年５月 大学院（博士後期課程）設置認可申請 

平成 23年 10月 大学院（博士後期課程）設置認可 

平成 24年４月 デザイン研究科・看護学研究科（博士後期課程）開設 

上記に伴い、修士課程を博士前期課程に変更 

 

４ 事務所等の所在地 

施設名等 所在地 

本部、デザイン学部 札幌市南区芸術の森１丁目 

看護学部 札幌市中央区北11条西13丁目 

サテライトキャンパス 札幌市中央区北４条西５丁目 

まこまないキャンパス 札幌市南区真駒内幸町２丁目２－２ 

まこまる（旧真駒内緑小学校）内 

 

５ 資本金の状況 

   ８２億１，０４０万円（全額札幌市出資） 

 

６ 設立の根拠となる法規等 

   地方独立行政法人法、公立大学法人札幌市立大学定款 
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７ 学生の状況（令和３年５月１日現在） 

   学生総数     ８２４人 

    デザイン学部  ３７８人 

    看護学部    ３３８人 

    デザイン研究科  ５７人 

    看護学研究科   ４０人 

    助産学専攻科   １１人 

 

８ 役員の状況 

役 職 氏 名 任 期 主な経歴 

理事長 中島 秀之 平成30年４月１日 

～令和４年３月31日 

平成30年４月 札幌市立大学学長 

平成20年４月 公立はこだて未来大学理事長・学長 

理事 松浦 和代 令和２年４月１日 

～令和４年３月31日 

令和２年４月 札幌市立大学副学長 

平成18年４月 札幌市立大学看護学部教授 

理事 小野 聡 令和２年４月１日 

～令和４年３月31日 

平成31年４月 札幌市立大学事務局長 

平成30年４月 札幌市経済観光局局長職 

理事 

(非常勤) 

恩村 裕之 令和２年４月１日 

～令和４年３月31日 

平成28年６月 北電興業㈱取締役社長 

平成27年６月 北海道電力㈱取締役副社長 

副社長執行役員 

理事 

(非常勤) 

石垣 靖子 令和２年４月１日 

～令和４年３月31日 

平成28年４月 北海道医療大学名誉教授 

平成20年４月 北海道医療大学大学院教授 

理事 

(非常勤) 

大友 裕之 令和２年４月１日 

～令和４年３月31日 

平成30年４月 公財）札幌市芸術文化財団副理事長 

平成27年４月 札幌市教育委員会教育次長 

監事 

(非常勤) 

橋場 弘之 平成30年７月１日 

～令和４年６月30日 

弁護士 

平成８年４月 田村・橋場法律事務所開設 

監事 

(非常勤) 

谷口 雅子 平成30年７月１日 

～令和４年６月30日 

公認会計士 

平成25年７月 谷口雅子公認会計士事務所開設 

 

９ 教職員の状況（令和３年５月１日現在） 

   教員 ２３８人（うち常勤７５名、非常勤１６３名） 

   職員  ７８人（うち常勤３７名、非常勤 ４１名） 
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Ⅲ 法人の財務に関する情報 

 １ 財務諸表の概要 

  (1) 貸借対照表 

（単位：百万円） 
資産の部 金額 負債の部 金額 

固定資産 

 有形固定資産 

 土地 

 建物 

 構築物 

 工具器具備品 

 図書 

 建設仮勘定 

 その他 

 無形固定資産 

 ソフトウェア 

 

流動資産 

 現金及び預金 

 たな卸資産 

 前払費用 

未収入金 

7,015 

6,973 

1,702 

4,438 

110 

223 

490 

6 

5 

42 

42 

 

758 

550 

1 

2 

206 

固定負債 

 資産見返負債 

 長期寄附金債務 

 長期未払金 

 

流動負債 

  運営費交付金債務 

 預り補助金等 

 寄附金債務 

 未払金 

 未払消費税等 

 預り金 

 前受金 

886 

760 

9 

117 

 

299 

44 

10 

16 

163 

1 

57 

9 

負債合計 1,185 

純資産の部 金額 

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

8,210 

△2,132 

509 

純資産合計 6,587 

資産合計 7,772 負債純資産合計 7,772 

（注）単位未満を四捨五入しているため、金額の合計が一致しない場合がある。 
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(2) 損益計算書 

 

（単位：百万円） 

 金額 

経常費用 1,993 

業務費 

  教育経費 

  研究経費 

  教育研究支援経費 

受託研究費 

共同研究費 

人件費 

一般管理費 

財務費用 

1,675 

285 

92 

72 

43 

13 

1,171 

316 

2 

経常収益 2,111 

 運営費交付金収益 

 授業料収益 

 入学金収益 

 検定料収益 

 受託研究等収益 

 共同研究収益 

 補助金等収益 

 寄附金収益 

 資産見返負債戻入 

 雑益 

1,497 

420 

47 

9 

43 

14 

1 

5 

60 

15 

経常利益  117 

臨時損益 0 

 臨時損失 

 臨時利益 

0 

0 

当期純利益 117 

目的積立金取崩額 80 

当期総利益 197 

（注）単位未満を四捨五入しているため、金額の合計が一致しない場合がある。 
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(3) キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー 251 

  原材料、商品又はサービスの購入による支出 

  人件費支出 

  その他の業務支出 

  運営費交付金収入 

  授業料収入 

  入学金収入 

  検定料収入 

  受託研究収入 

  共同研究収入 

  補助金等収入 

  寄附金収入 

  科学研究費補助金等純増額 

  その他の業務収入 

△351 

△1,218 

△265 

1,575 

370 

44 

9 

58 

8 

1 

2 

5 

14 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △69 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △75 

Ⅳ 資金増加額 107 

Ⅴ 資金期首残高 442 

Ⅵ 資金期末残高 550 

（注）単位未満を四捨五入しているため、金額の合計が一致しない場合がある。 

 

(4) 行政サービス実施コスト計算書 

（単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ 業務費用 1,445 

  損益計算書上の費用 

  （控除）自己収入等 

1,993 

△548 

Ⅱ 損益外減価償却相当額 

Ⅲ 引当外賞与増加見積額 

Ⅳ 引当外退職給付増加見積額 

Ⅴ 機会費用 

272 

6 

45 

13 

Ⅵ 行政サービス実施コスト 1,781 

（注）単位未満を四捨五入しているため、金額の合計が一致しない場合がある。 
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(5) 財務諸表の概況 

   ① 貸借対照表 

資産の総額は7,772百万円と、対前年度18百万円の増加となっている。主な要因

は、工具器具備品と現金及び預金の増加によるものである。 

負債の総額は1,185百万円と、対前年度32百万円の増加となっている。主な要因

は、退職金の支給により収益化した運営費交付金額より、交付された退職金に関す

る運営費交付金額の方が大きいためである。 

純資産の総額は6,587百万円と、対前年度14百万円の減少となっている。これ

は、施設整備費補助金を財源とする固定資産の取得及び、当期純利益の増加により

資本剰余金は増加しているが、札幌市からの現物出資及び目的積立金で取得した固

定資産の減価償却相当分である損益外減価償却費累計額の増加により、資本剰余金

の減少額が増加額を上回っているためである。 

   ② 損益計算書 

     経常費用の総額は1,993百万円と、対前年度1千万円の増加となっている。主な要

因は、図書の除却減少により教育支援経費は減少しているが、研究経費及び職員人

件費の増加により、経常費用全体の増加額が減少額を上回っているためである。 

経常収益の総額は2,111百万円と、対前年度15百万円の増加となっている。主な

要因は運営費交付金の交付額の増加によるものである。  

経常収益から経常費用を差し引いた当期純利益は117百万円となり、目的積立金

取崩額80百万円を加えた当期総利益は197百万円となり、前年度比24百万円の減少

となっている。 

   ③ キャッシュ・フロー計算書 

本学の資金期末残高は550百万円と対前年度107百万円の増加となっている。主な

要因は運営費交付金の増加によるものである。 

   ④ 行政サービス実施コスト計算書 

今期の行政サービス実施コストは1,781百万円と対前年度29百万円の増加となっ

ている。主な要因は教職員への賞与の増加によるものである。 
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（表）主要財務データの経年表 

（単位：百万円） 

区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

資産合計 8,033 7,831 7,882 7,754 7,772 

負債合計 1,242 1,129 1,271 1,153 1,185 

純資産合計 6,791 6,702 6,611 6,601 6,587 

経常費用 2,046 1,994 2,111 1,983 1,993 

経常収益 2,025 2,052 2,177 2,096 2,111 

当期総損益 82 116 111 221 197 

業務活動によるキャッシュ・フロー 85 131 222 164 251 

投資活動によるキャッシュ・フロー △138 △93 △108 △29 △69 

財務活動によるキャッシュ・フロー △77 △77 △76 △75 △75 

資金期末残高 383 344 382 442 550 

行政サービス実施コスト 2,082 1,806 1,830 1,752 1,781 

（内訳）      

 業務費用 1,532 1,490 1,565 1,429 1,445 

  うち損益計算書上の費用 2,046 1,994 2,111 1,983 1,993 

  うち自己収入 △514 △504 △546 △554 △548 

 損益外減価償却相当額 261 263 265 262 272 

 損益外除売却差額相当額 26 27 42 4 ‐ 

 引当外賞与増加見積額 1 7 △3 △0 6 

 引当外退職給付増加見積額 △32 20 △40 50 45 

 機会費用 294 - 0 7 13 

 

(6) 目的積立金の申請状況及び使用内訳等 

令和２年度の利益処分額221百万円については、札幌市の承認を得てその全額を目

的積立金に積み立てた。 

令和３年度においては、教育研究等の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、

教育研究目的の固定資産取得に18百万円、費用として80百万円を使用した。 

 

２ 重要な施設等の整備等の状況 

・経常的修繕                            9,403千円 

・芸術の森キャンパス図書館・Ｅ棟ほか空調・衛生設備更新工事    135,456千円 

・芸術の森キャンパスＧ・Ｈ棟ほか受変電・電気設備更新工事実施設計   5,698千円 
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 ３ 予算及び決算の概要 

   以下の予算・決算は、公立大学法人の運営状況について、設置団体（札幌市）のベー

スにて表示しているものである。 

（単位：百万円） 

区分 
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 2,172 2,184 2,248 2,237 2,392 2,360 2,294 2,276 2,342 2,325  

運営費交付金 1,462 1,462 1,531 1,531 1,620 1,620 1,506 1,506 1,575 1,575  

施設整備費補助金 82 81 146 146 168 152 145 144 143 141  

授業料等収入 470 469 451 460 451 456 436 428 437 426  

受託研究等収入 29 10 23 7 64 47 65 69 65 59  

補助金収入 30 20 - - - - - 2 - 10  

その他収入 24 25 24 20 28 24 24 9 24 16  

目的積立金取崩 75 75 73 - 61 61 118 118 98 98  
前中期目標期間
繰越積立金取崩 - 42 - 73 - - - - - -  

支出 2,172 2,102 2,248 2,096 2,392 2,276 2,294 2,037 2,342 2,080  

教育研究経費 437 406 453 414 454 422 452 366 474 387  

受託研究等経費 29 10 23 6 64 45 65 62 65 61  

人件費 1,258 1,273 1,309 1,211 1,345 1,297 1,309 1,163 1,334 1,171  

一般管理費 336 313 317 319 361 360 323 302 326 320  

施設整備費 82 81 146 146 168 152 145 144 143 141  

補助金事業費 30 19 - - - - - - - -  

収入―支出 - 82 - 141 - 84 - 239 - 245  

 （注）差額理由については、令和3年度決算報告書参照。 

 

 ４ 経費の削減に関する目標及びその達成状況 

目標 達成状況 

・戦略的な経費の確保に向け、管理的経費

（消耗品費、備品購入費、印刷製本費、光

熱水費等）の削減を図る。 

 

 

 

・決算見込みを基に、適正な予算の執行管

理を行う。 

・管理的経費（消耗品費、備品購入費、印刷

製本費、光熱水費等）について、各科目に配

分した予算の範囲内での執行に努めた。夏季

及び冬季に節電期間を設けて、冷暖房の抑制

運転等、教職員の協力を得ながら光熱水費な

どの抑制に努めた。 

・2月に決算見込みの算出を行った。予算の

範囲内で執行できる見込みであった。 
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Ⅳ 法人の事業に関する情報 

 １ 事業の財源の内訳 

  (1) 短期借り入れの概要 

    該当なし。 

 

  (2) 運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

   ① 運営費交付金債務 

（単位：百万円） 

交付年度 期首残高 
交付金当期 

交付額 

当期振替額 

期末残高 運営費交

付金収益 

資産見返運 

営費交付金 

建設仮勘定運

営費交付金 

資本 

剰余金 

小計 

令和２年度 8 ‐ 7 ‐ ‐ ‐ 7 1 

令和３年度 ‐ 1,575 1,490 42 ‐ ‐ 1,532 43 

合計 8 1,575 1,497 42 ‐ ‐ 1,539 44 

 

   ② 運営費交付金収益 

（単位：百万円） 

区分 
令和２年度 

交付分 

令和３年度 

交付分 
合計 

期間進行基準 ‐ 1,490 1,490 

費用進行基準 7 ‐ 7 

合計 7 1,490 1,497 

 

 ２ 事業に係る業務の実績 

公立大学法人札幌市立大学は、設立団体の長である札幌市長が定めた第三期中期目標

を達成するため、2018年4月1日から2024年3月31日までの6年間を期間とする第三期中期

計画を策定した。 

2006年4月にデザイン学部と看護学部を有する大学として開学した札幌市立大学（以

下「本学」という。）は、教育研究上の理念として「人間重視を根幹とした人材の育

成」及び「地域社会への積極的な貢献」を掲げ、その具現化に取り組んできた。特に、

デザイン分野と看護分野のある本学の特長（「Ｄ×Ｎ（デザインと看護の連携）」）を

生かし、異分野連携により可能となる、人々の暮らしや社会に新たな価値を創造する教

育・研究・地域貢献に積極的に取り組んできた。 

第二期中期計画の期間（2012年度～2017年度）においては、2012年4月に大学院デザ

イン研究科博士後期課程、同看護学研究科博士後期課程を開設し、大学としての基盤が

整った。18歳未満の人口減少等により大学間競争が激しくなる中、本学は安定した入学

者数を保ち、厳しい社会経済情勢においても高い就職率を維持した。また、文部科学省

の「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」や「地（知）の拠点整備

事業」、日本学術振興会の「科学研究費助成事業［基盤研究（Ａ）］」、文化庁の「大

学を活用した文化芸術推進事業」等に次々と採択され、大型の外部資金を活用して様々

な取組を推進することができた。 

これまで増加の一途をたどってきた札幌市の人口は減少局面を迎えており、超高齢社

会への対応や地域コミュニティの再生、地域産業の振興等が喫緊の課題である。また、

国の高大接続改革の一環として、これまでの大学入試センター試験に替わり、2020年度
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には大学入学共通テストが開始された。第三期中期計画の期間においても、このような

時代の変化に的確に対応しながら、札幌市が設置した地域に身近な大学として、有為な

人材を輩出し、有用性の高い研究を推進し、知的資源を地域に還元することにより、市

民の期待に応える教育・研究・地域貢献を引き続き着実に行うとともに、その内容や成

果をわかりやすく発信し、「市民に開かれ、市民の力になり、市民の誇りとなる大学」

として更に認知されるよう取り組んでいる。 

 

＜2021年度計画の実施状況＞ 

2021年度計画の全体的な実施状況について本学内の自己点検・評価委員会にて点検し

た結果、年度計画全47項目中、Ⅳ評価（年度計画を上回って実施している。）は16項

目、Ⅲ評価（年度計画を十分に実施している。）は31項目、Ⅱ評価（年度計画を十分に

実施していない。）及びⅠ評価（年度計画を実施していない。）はなく、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大の影響により一部の項目では成果指標の十分な達成に至らなか

ったものの、2021年度計画を適切に実施することができたと評価している。 

2021年度計画の主要な取組は、以下のとおりである。 

（1）教育に関する目標を達成するための措置 

・ 3年次後期科目「デザイン総合実習Ⅳ」を開講し、8企業7団体（15件の課題）と連

携して実施した。授業の最終日には成果発表を行った。 

・ 看護学部教授会において、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえたOSCEの実施

について検討を行った。1年次生を対象とするOSCEは中止の決定をした。2年次生及

び3年次生は遠隔形式により2月に実施する準備を進めていたが、感染拡大状況を踏

まえて市民による模擬患者の参加を中止したことに伴い、実施の1か月前に中止を決

定した。4年次生を対象とするOSCEは、地域看護学領域及び精神看護学領域の複合課

題を設定し、対面を避け遠隔形式により12月に実施した。 

・ 助産学専攻科において1月に対面形式によるOSCEを実施した。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、前期は原則遠隔授業となった

が、後期は一部対面授業を再開し、看護学部の4つの看護学領域（基礎・成人・小

児・母性）の演習科目、及び助産学専攻科の演習科目においてシミュレーターを用

いた。 

・ 実践能力到達度を確認するため、2021年度看護学部卒業生及び助産学専攻科修了

生に対して、教育評価アンケートを実施した。 

・ 文部科学省による「ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事

業」に申請し採択された。 

（2）研究に関する目標を達成するための措置 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により研究の活動や計画の進捗に支障が生じて

いることを踏まえ、4件の共同研究費課題に対して研究期間の延長及び研究費の再配

分を実施した。再配分した課題全てがデザイン・看護の両分野が連携した研究であ

った。 

・ デザイン・看護の両分野の連携や外部機関との連携を奨励することを主旨とし

て、共同研究費の募集を2回行った。計7件の応募があり、審査を経て全件を採択し

た。採択した課題のうち、デザイン・看護の両分野が連携した研究は1件、外部機関

と連携した研究は2件、デザイン・看護・外部機関が連携した研究は3件であった。 

・ デザイン分野と看護分野の共同研究を促す場として学内研究交流会を遠隔形式で

開催した。共同研究費による成果発表が3件あった。2件の口頭研究発表のほか、参

加全教員が1分間の研究紹介を行った。参加者アンケート調査を実施した結果、他の
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教員一人一人の研究内容を知ることができて大変有意義だったという回答が多数寄

せられた。 

・ 外部機関との連携を促す場としてSCU産学官金研究交流会をオンデマンド動画配信

により実施した。成果発表6件を配信し延べ743人が視聴した。 

（3）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

・ イノベーション・ジャパン2021（大学見本市Online）や北洋銀行ものづくりテク

ノフェア2021online、ビジネスEXPOへの出展のほか、SCU産学官金研究交流会をはじ

めとする産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネットワークを通じて、地域産学

連携協力依頼の制度を周知した。 

・ 産業界及び保健・医療・福祉業界等からの地域産学連携協力依頼を15件受諾し

た。 

・ 外部機関との契約や研究成果の知財化等を支援する学外機関について情報収集し

協力を受ける体制を整えた。 

（4） 教育・研究・地域貢献の取組を推進する大学運営に関する目標を達成するための

措置 

・ 新型コロナウイルス感染対策及び業務の効率化のため、学内委員会等は原則遠隔

形式の会議又はメール会議を推奨し実施した。各種会議の開催回数は398回であり、

そのうち対面形式の会議は49回、遠隔形式の会議は315回、メール会議は34回であっ

た。 

・ 事務局会議において、毎月、前年度同時期との時間外労働の実績を比較し現状を

確認し、超過勤務時間の縮減に努めた。職員1人1月当たりの超過勤務時間は14.7時

間であった。 

・ 各教授会等の教員が集まる場において、働き方改革関連法の施行を踏まえた有給

休暇の取得について啓発を随時行った。加えて、教員の休暇取得を促す取組とし

て、個々の教員に有給休暇の日数をメールで通知するとともに自己管理用の表を作

成し配布した。職員及び教員の有給休暇取得率は教員15.6%、職員35.0%、教職員合

計21.9%であった。 

 ・ 新型コロナウイルス感染症対策のため、義務教育諸学校の休校に伴う特別休暇、

教員の在宅勤務、職員の時差出勤を継続した。 

 

 




